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税務訴訟資料 第２７２号（順号１３６９２） 

 

 東京高等裁判所 令和●●年（○○）第●●号 所得税及び復興特別所得税更正処分等取消請求控

訴事件 

 国側当事者・国（江東西税務署長） 

 令和４年３月２４日棄却・確定 

 （第一審・東京地方裁判所、令和●●年（○○）第●●号、令和３年１０月１２日判決、本資料２

７１号－１１５・順号１３６１７） 

 

    判    決 

 控訴人            甲 

                （以下「控訴人甲」という。） 

 控訴人            乙 

                （以下「控訴人乙」という。） 

 上記両名訴訟代理人弁護士   武谷 直人 

 同補佐人税理士        空本 光弘 

 被控訴人           国 

 同代表者法務大臣       古川 禎久 

 処分行政庁          江東西税務署長 

                西袋 寿彦 

 被控訴人指定代理人      山口 友寛 

                ほか別紙指定代理人目録記載のとおり 

 

    主    文 

 １ 本件控訴をいずれも棄却する。 

 ２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 控訴の趣旨 

  １ 原判決を取り消す。 

  ２ 江東西税務署長が平成３０年５月２９日付けで控訴人甲に対してした控訴人甲の平成２７年

分の所得税及び復興特別所得税に係る更正処分のうち、納付すべき税額９８８４万９９００

円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分（ただし、いずれも令和元年７月５日付け

でされた国税不服審判所長の裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

  ３ 江東西税務署長が平成３０年６月１２日付けで控訴人乙に対してした控訴人乙の平成２７年

分の所得税及び復興特別所得税に係る更正処分のうち、納付すべき税額９８９４万９９００

円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分（ただし、いずれも令和元年７月５日付け

でされた国税不服審判所長の裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

 第２ 事案の概要 

  １（１）本件は、控訴人らが、養母である亡丙（以下「亡丙」という。）から相続して取得した
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土地に借地権を設定した対価として受領した権利金に係る所得を分離課税の長期譲渡所得

の金額に計上して平成２７年分の所得税及び復興特別所得税（以下「本件所得税等」とい

う。）の確定申告をしたところ、江東西税務署長から、租税特別措置法３９条１項（平成

３０年法律第７号による改正前のもの）の適用により取得費の額に加算される相続税額

（以下「取得費加算額」という。）の計算に誤りがあるとして、控訴人甲にあっては平成

３０年５月２９日付けで、控訴人乙にあっては同年６月１２日付けで、それぞれ更正処分

（以下「本件各更正処分」という。）及び過少申告加算税の賦課決定処分（以下「本件各

賦課決定処分」という。）を受けた（ただし、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分は、

いずれも令和元年７月５日付けでされた国税不服審判所長の裁決により一部取り消されて

おり、以下、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分については、いずれも特に区別する

必要がある場合を除き、上記裁決により一部取り消された後のものを指すものとする。ま

た、本件各更正処分のうち、個別の控訴人に係る更正処分を指すときは「控訴人甲に対す

る更正処分」などといい、本件各賦課決定処分のうち、個別の控訴人に係る賦課決定処分

を指すときは「控訴人甲に対する賦課決定処分」などという。そして、本件各更正処分と

本件各賦課決定処分を併せて「本件各更正処分等」という。）ことから、本件各更正処分

の一部及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。 

   （２）原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却したため、これを不服として控訴人らが本件控

訴をした。 

  ２ 関係法令等の定め、前提事実、被控訴人の主張する本件各更正処分等の根拠及び適法性、争

点及び争点に関する当事者の主張の要旨は、次項のとおり当審における控訴人の補充主張を

付加するほか、原判決の「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」の１ないし５に記載の

とおりであるから、これを引用する。以下、略称の使用は、特に断らない限り、原判決の例

による。 

  ３ 当審における控訴人の補充主張 

  （１）租税特別措置法施行令（措置令）２５条の１６第１項２号の「当該譲渡をした資産の当該

課税価格の計算の基礎に算入された価額」との文言は、課税要件明確主義に反する。江東西

税務署長が、本件各更正処分時には、「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に

算入された価額」を「貸家建付地」×９０％（いわゆる計算式Ｂ）を根拠としたにもかかわ

らず、審査請求時には、「貸家建付借地権」（いわゆる計算式Ｃ）が正しいと主張しているが、

仮に、租税特別措置法（措置法）３９条１項及び措置令２５条の１６第１項の文理、措置法

３９条１項の定め（本件特例）の制度趣旨及び改正経緯から、措置令２５条の１６第１項２

号の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」の意義が明らか

になるのであれば、処分庁により複数の計算根拠が示されることはないはずである。 

     また、仮に、措置令２５条の１６第１項２号の文言につき複数の解釈が可能であるならば、

処分庁において、通達等の手法を用いて解釈基準を国民に対して明らかにする必要がある。 

     本件において、処分庁である江東西税務署長は、審査請求の中で課税要件事実の変更がな

いにもかかわらず、通知した処分理由及び課税額を自ら変更する旨の主張をしたのであり、

このことは、課税要件の内容が明確であるとの判断を左右するものではないという原判決の

判断は、理由を示していないに等しく、原判決には、理由不備又は審理不尽の違法がある。 

  （２）亡丙の相続に係る相続税（本件相続税）の調査を担当した東京国税局の職員（本件相続税
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調査担当職員）が、控訴人らの所得税に関する代理権限を有しない税理士が立ち会っている

にもかかわらず、所得税に関する重大な情報を提供する行為は、重大な守秘義務違反であり、

その手続的瑕疵は大きい。本件では、所得税の調査を担当した京橋税務署は、相続税の調査

と控訴人らが借地権設定契約に関して受領した権利金に係る分離課税の長期譲渡所得（本件

譲渡所得）の調査を同時に行うことを希望していたが、それぞれの調査の控訴人ら代理人税

理士が異なるために、同時調査を回避した経緯がある上、本件相続税を担当する税理士（本

件相続税担当税理士）に守秘義務が課されているとしても、担当外の税理士に対し、所得税

に関する情報を提供すること自体、所得税等の適正かつ公平な賦課徴収及び税務行政の適正

な執行確保が疑われる。 

     原審が説示するように、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相

当の限度を超えて濫用にわたる等の重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに

等しい場合に限り、取消原因があると解するのは、質問検査権の手続の瑕疵について実質的

に司法審査が及ばないことを意味するものであって相当ではない。 

  （３）本件各更正処分には、行政手続法１４条１項本文所定の理由の提示の不備の違法がある。

上記のとおり、処分庁は、審査請求時に、自ら主張していた計算根拠を撤回しているところ、

これは、処分時における計算方法が誤っていたことを自認したものであるから、そもそも提

示された理由は行政庁が正しいと認識したものであるとの理由の提示の前提を欠いている。 

     また、処分理由の「本件各土地の相続税評価額に１００分の９０の割合を乗じた金額」に

ついて、なぜ１００分の９０なのか、なぜ１００分の９０を乗じるのかの理由が記載されて

いないから、いかなる事実関係に基づいていかなる法規を適用して本件各更正処分がされた

かを十分に知り得るものとはいえない。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 当裁判所も、本件各更正処分等はいずれも適法であり、控訴人らの請求は理由がないと判断

する。その理由は、次項のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を付加するほ

か、原判決の「事実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」の１ないし４に記載のとおり

であるから、これを引用する。 

  ２ 当審における控訴人の補充主張に対する判断 

  （１）控訴人らは、措置令２５条の１６第１項２号の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計

算の基礎に算入された価額」との文言は、課税要件明確主義に反する旨主張するので、検討

する。 

    ア 課税要件明確主義は、法律又はその委任を受けた政令又は省令において、課税要件及び

租税の賦課徴収の手続に関する定めをする場合に、その定めは一義的で明確でなければな

らないとする原則である。その趣旨は、不明確な定めをすることは、行政庁に対して一般

的又は白紙的委任をするのと同じ結果になりかねず、納税者の経済活動における法的安定

性と予測可能性を阻害しかねないため、それを避ける点にある。したがって、租税法にお

いては、行政庁の自由裁量を認める規定を設けることは原則として許されず、不確定概念

を用いることにも十分に慎重でなければならないと解される。 

      これを措置令２５条の１６第１項２号の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の

基礎に算入された価額」についてみると、原判決も指摘するとおり、次に述べる理由から、

その規定が課税要件明確主義に反するということはできない。 
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    イ 措置令２５条の１６第１項２号の文言の意味は、その上位にある措置法３９条１項（本

件特例）の趣旨を踏まえて解釈されるべきところ、措置法３９条１項は、相続又は遺贈に

よる財産を取得した個人で相続税の課税を受けた者が、被相続人の死亡の日の翌日からそ

の相続税の申告書の提出期限の翌日以後３年間に、その課税対象となった相続財産を譲渡

した場合において、その者に課された相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分

として政令で定めるところにより計算した金額を、その資産の譲渡所得の計算上、その資

産の取得費に加算して控除することを定めた規定である。 

      本件特例の定めは、例えば、相続人が相続税の納税のため、相続開始時点から近接した

時期に相続財産を処分しなければならない場合に、相続税と譲渡に係る所得税とが相次い

で課されることによる納税者の負担の調整を図るため、譲渡をした相続財産に対応する部

分の相続税相当額を、その譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することを認める特例

として、政策的に設けられたものである。 

      なお、平成５年度税制改正においては、取得費に加算して控除することができる金額が、

その者が相続したすべての土地等に対応する相続税に相当する金額とされていたが、譲渡

をしていない土地等に対応する相続税額までをも譲渡をした土地等に係る譲渡所得の金額

の計算上、取得費に加算して優遇するのは不合理であるとして、平成２６年度税制改正に

より、相続財産である土地等の一部を譲渡した場合は、その者に課された相続税額のうち、

譲渡した資産に対応する部分の金額（政令で定めるところにより計算した金額）とする旨

の改正がされたという経緯がある。 

      そして、措置法３９条１項を受けて、措置令２５条の１６第１項柱書は、本文において、

措置法３９条１項に規定する譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところに

より計算した金額は、同項１号に掲げる相続税額に同項２号に掲げる割合を乗じて計算し

た金額とする旨を定めた上で、同項１号は、上記の「相続税額」として、当該譲渡をした

資産の取得の原因となった相続又は遺贈に係る当該取得をした者の相続税額で、当該譲渡

の日に属する年分の所得税の納税義務の成立するときにおいて確定するものを、同項２号

は、上記の割合として、同項１号に掲げる相続税額に係る同号に規定する者についての相

続税法に規定する課税価格のうちに当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算

入された価額の占める割合を、それぞれ規定している。 

      このような措置法３９条１項（本件特例）の趣旨や、改正の経緯に照らすと、措置法３

９条１項を受けた政令である措置令２５条の１６第１項２号の「当該譲渡をした資産の当

該課税価格の計算の基礎に算入された価額」とは、相続税の課税価格の計算の基礎に算入

された価額のうち、当該譲渡をした相続財産に対応する部分の価額を意味することは、一

義的で明確であるといえるから、その文言が、課税要件明確主義に反するということはで

きない。 

    ウ 本件では、原判決も指摘するとおり、措置令２５条の１６第１項１号の「当該譲渡をし

た資産」が本件各借地権であることは明らかである。また、原判決前提事実（２）イで指

摘するとおり、本件各土地は、いずれも本件相続の開始の時及び本件各借地権設定契約の

締結時において、評価通達（財産評価通達）２７所定の借地権の割合が９０％の地域にあ

るものであったことからすると、本件借地権設定契約によって譲渡されたものとみなされ

る本件各借地権は、本件各土地の権利の９０％相当分に当たるということができる。これ
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に、原判決前提事実（３）エのとおり、本件相続税の減額更正において、本件各土地の相

続税評価額は、いずれも評価通達２６に定める貸家建付地として評価されたことを前提に

されたものであることを踏まえると、本件各更正処分が、本件譲渡所得に係る措置令２５

条の１６第１項２号の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価

額」を、貸家建付地としての本件各土地の評価額に、借地権割合である９０％を乗じた金

額としたことは相当である。 

    エ この点、控訴人らは、処分庁により複数の計算根拠が示されること自体が、措置令２５

条の１６第１項２号の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価

額」の文言が課税要件明確主義に反することを示している旨主張する。 

      しかしながら、既に説示したとおり、措置法３９条１項の趣旨及び改正の経緯や、これ

を受けた措置令２５条の１６第１項２号の文言を踏まえれば、同号の「当該譲渡をした資

産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」の意味は、一義的に明らかであるし、

資産の譲渡の対象とみなされる本件各借地権の評価についても、前記ウで説示したとおり、

合理性を有する評価通達を適切に適用すれば、本件各更正処分と同様の結論を導き出すこ

とができると認められる。そうすると、課税庁が、課税処分を検討する過程で、本件各更

正処分と異なる見解を示したことがあるからといって、そのことをもって「当該譲渡をし

た資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された価額」の文言が課税要件明確主義に反す

るということはできない。 

  （２）控訴人らは、本件相続税調査担当職員が、控訴人らの所得税に関する代理権限を有しない

税理士が立ち会っているにもかかわらず、所得税に関する重大な情報を提供する行為は、重

大な守秘義務違反であり、その手続的瑕疵は大きいから、本件各課税処分等は違法となる旨

主張する。 

     しかしながら、当審が引用する原判決が説示するとおり、税務調査の手続の瑕疵が当該税

務調査を基礎とした更正処分に与える影響については、税務調査の手続の単なる瑕疵は更正

処分の効力に影響を及ぼさないものと解すべきであり、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序

良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調

査なしに更正処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、その処分に取消原因が

あるものと解するのが相当である。 

     本件においては、本件相続税調査担当職員が、相続税の調査の結果、相続税が減額となる

こと、譲渡所得について修正申告が必要であること、及びその理由と修正申告が必要な額に

ついて説明したことは当事者間に争いがなく、加算税や延滞税等が課されないと説明をした

か否かについてのみ争いがある。 

     当審が引用する原判決が説示するとおり、本件特例に基づく譲渡所得の計算における取得

費の加算額は、相続財産の評価額や相続税の課税価格及び相続税額といった相続税に係る課

税内容を基に計算されるものであるところ、本件相続税額等に増減があれば、本件譲渡所得

等の計算における取得費の加算額についても変動が生じ、これにより必然的に控訴人らの本

件譲渡所得等に係る税額にも変動が生じ得るものであり、このことは税務に関する専門家で

ある税理士にとって明らかな事項である。これに加え、控訴人らも、本件相続税調査担当職

員が説明を行う際に、所得税に関わる話題に及んでも、本件相続税担当税理士が立ち会うこ

とに異議を述べず、これに同意していたとうかがわれることも考慮すると、本件相続税調査
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担当職員が、本件相続税担当税理士の面前で、控訴人らに対し、税務調査の結果、控訴人ら

の相続税が減額となることに加え、控訴人らの平成２７年分の所得税及び復興特別所得税

（本件所得税等）について修正申告が必要であること等を説明したことが、本件相続税担当

税理士との関係で「秘密」（国税通則法１２６条及び国家公務員法１００条１項）を漏らし

たことに該当するとは認め難い。 

     また、本件相続税調査担当職員による上記の説明は控訴人らに対してされたものであるが、

本件相続税担当税理士はその場に立ち会っていたのであるから、本件相続税担当税理士には、

税理士法上、自らの税理士業務に関して知り得た秘密を守る義務が課せられており、本件相

続税調査担当職員による説明により知った内容も、その対象に含まれると解されることを考

慮すると、本件説明により、直ちに所得税等の適正かつ公平な賦課徴収手続や税務行政の適

正な執行の確保が阻害されたということはできない。 

     以上の検討によれば、本件相続税に関する調査について、調査の手続が刑罰法規に触れ、

公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたるような重大な違法があった

とは到底認められないから、本件各更正処分に取消原因があるということはできない。 

     これに反する控訴人らの主張を採用することはできない。 

  （３）控訴人らは、本件各更正処分には、行政手続法１４条１項本文所定の理由の提示の不備の

違法がある旨主張する。 

しかしながら、当審が引用する原判決が説示するとおり、行政手続法１４条１項本文にお

いて、行政庁が不利益処分をする場合にその理由を名宛人に示さなければならないとしてい

るのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、

行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人

に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解されるところ、同項本文に基づ

いてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の

根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分

の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべき

ものと解するのが相当である（最高裁平成●●年（○○）第●●号同２３年６月７日第三小

法廷判決・民集６５巻４号２０８１頁参照）。 

     また、提示すべき理由の内容及び程度は、特段の理由のない限り、いかなる事実関係に基

づきいかなる法規を適用して処分がされたのかを、処分の相手方においてその記載自体から

了知し得るものでなければならず、単に処分の根拠規定の該当条項を示すだけでは、それに

よって当該規定の適用の原因となった具体的な事実関係をも当然に知り得るような例外の場

合を除いては、法の要求する理由の提示として十分ではないといわなければならない（最高

裁昭和●●年（○○）第●●号同４９年４月２５日第一小法廷判決・民集２８巻３号４０５

頁参照）。 

     これを本件についてみると、原判決が説示するとおり、本件各更正処分等に係る通知書

（甲２の１、２）には、本件各更正処分等の処分の理由として、①Ｆビル及びＨビル（本件

各建物）の譲渡並びにＦビルの敷地及びＨビルの敷地に設定された借地権（本件各借地権）

の設定による分離課税の長期譲渡所得の金額は、総収入金額から取得費の額を差し引いた金

額であること、②取得費の額は、資産の取得に要した金額と、措置法３９条及び措置令２５

条の１６の規定に基づき取得費に加算される相続税額との合計額であること、③措置法３９
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条及び措置令２５条の１６の規定に基づき取得費に加算される相続税額は、本件相続に係る

相続税の額に、本件相続に係る相続税の課税価格のうち譲渡した資産の課税価額である相続

税評価額の占める割合を乗じて算出した金額であること、④相続税評価額は、本件各借地権

に係る土地の相続税評価額の１００分の９０の割合に相当する金額に、２分の１の割合を乗

じた後の金額であることなどが、相続税の課税価格、相続税額の説明を含め、具体的な金額

とともに記載されているのであるから、提示された理由は、いかなる事実関係に基づきいか

なる法規を適用して処分がされたのかを、処分の相手方においてその記載自体から了知し得

る程度のものとなっていると認められる。 

     この点、控訴人らは、処分行政庁が審査請求時に処分時と異なる算定方式を主張したため、

提示された理由は行政庁が正しいと認識したものであるとの理由の提示の前提を欠いている

旨主張する。 

     しかしながら、本件各更正処分等の理由として、提示された理由が法の要求する程度を満

たすことは既に指摘したとおりであるし、控訴人らは、上記の理由の提示を踏まえ、自らが

正しいと考える算定方式を主張することは何ら妨げられず、現に妨げられてもいないから、

本件各更正処分等に係る通知書に記載された処分の理由は、行政庁の恣意を抑制するととも

に、納税者に対して不服申立ての便宜を図るという理由付記の趣旨に反するとは認められな

い。 

     また、控訴人らは、処分理由の「本件各土地の相続税評価額に１００分の９０の割合を乗

じた金額」について、なぜ１００分の９０なのか、なぜ１００分の９０を乗じるのかの理由

が記載されていないことを問題とするが、本件各更正処分等に係る通知書にある「相続税評

価額は、本件各借地権に係る土地の相続税評価額の１００分の９０の割合に相当する金額に、

２分の１の割合を乗じた後の金額」であるとの理由の提示があれば、相続税評価額の計算過

程の概要が明らかになり、該当する評価通達の適用を念頭に置いていることも想起し得て、

それに対する不服の申立ては可能であるから、その「１００分の９０の割合」の根拠まで明

示する必要はないというべきである。 

     以上の説示に反する控訴人らの主張を採用することはできない。 

  ３ まとめ 

    以上によれば、控訴人らの当審における主張を踏まえても、本件各更正処分は適法であり、

これを前提とする本件賦課決定処分も適法であるとの判断は左右されない。 

 第４ 結論 

    よって、控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないか

ら、これをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第２４民事部 

裁判長裁判官 中山 孝雄 

   裁判官 遠藤 東路 

   裁判官 日暮 直子 
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